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Ⅰ
．
は
じ
め
に

一�

、「
大
き
過
ぎ
て
潰
せ
な
い
」
問
題
の
解
消
と
金
融
機

関
の
破
綻
処
理

　

本
稿
で
は
、
金
融
安
定
理
事
会
（Financial Stability 

Board

以
下
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
に
よ
る
日
本
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー⑴

か

ら
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
枠
組
み
の
評
価
を
紹
介
す
る
。

シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
を
可
能
に
す

る
制
度
を
整
備
す
る
た
め
に
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
、〝
金
融
機
関
の

実
効
的
な
破
綻
処
理
の
枠
組
み
の
主
要
な
特
性
（
以
後
、

主
要
な
特
性
と
表
記⑵

）〟
を
策
定
し
二
〇
一
一
年
一
〇
月

に
公
表
し
て
い
る
。
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
紹
介
に
先
立
っ

て
、
主
要
な
特
性
の
概
要
と
二
〇
一
二
年
の
対
日
Ｆ
Ｓ
Ａ

Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
で
の
評
価
を
簡

単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

主
要
な
特
性
は
、「
大
き
過
ぎ
て
潰
せ
な
い
」
問
題
を

解
消
す
る
た
め
に
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度
が
備
え
る

べ
き
特
性
を
一
二
項
目
で
ま
と
め
た
も
の
。
国
際
金
融
危

機
で
は
、
リ
ー
マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
な
ど
に
よ
り
国

際
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
混
乱
や
経
済
活
動
へ
の
深
刻
な

影
響
が
発
生
、
破
綻
に
瀕
し
た
金
融
機
関
へ
の
公
的
支
援

Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
金
融
安
定
理
事
会
）
に
よ
る
日
本
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
（
下
）

―
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
枠
組
み
の
評
価
―

佐
志
田　

晶　

夫
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で
は
納
税
者
の
負
担
が
生
じ
た
。
経
験
を
踏
ま
え
て
、
い

か
な
る
金
融
機
関
も
秩
序
だ
っ
て
、
納
税
者
の
損
失
リ
ス

ク
な
し
に
、
重
要
な
経
済
的
機
能
を
確
保
し
、
損
失
を
株

主
と
債
権
者
が
負
担
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
破
綻
処
理
す
る

制
度
の
構
築
を
目
指
し
て
主
要
な
特
性
が
策
定
さ
れ
た
。

　

主
要
な
特
性
に
は
、
適
用
範
囲
、
破
綻
処
理
当
局
、
破

綻
処
理
権
限
、
相
殺
・
担
保
な
ど
債
権
者
の
扱
い
（
早
期

解
約
権
の
一
時
停
止
）、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
、
破
綻
処
理
の
資

金
、
国
際
的
な
協
力
の
法
的
枠
組
み
、
危
機
管
理
グ
ル
ー

プ
、
個
別
金
融
機
関
毎
の
協
力
取
決
め
、
破
綻
処
理
可
能

性
評
価
、
再
建
破
綻
処
理
計
画
、
情
報
共
有
が
含
ま
れ
る⑶

。

二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
は
情
報
共
有
や
セ
ク
タ
ー
別
の
実

施
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
ま
と
め
た
付
属
文
書
が
追
加
さ
れ
た
。

二�

、
二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ

グ
ラ
ム
）
で
の
評
価
と
提
言

　

二
〇
一
二
年
の
日
本
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ⑷

で
は
、
破
綻
処
理
枠
組

み
の
充
実
、
対
象
拡
大
、
費
用
最
小
化
の
た
め
の
詳
細
化

な
ど
を
提
言
し
て
い
た
（
図
表
1
参
照
）。
こ
れ
に
対
応

し
て
二
〇
一
三
年
に
預
金
保
険
法
等
が
改
正
さ
れ
、
主
要

な
特
性
の
要
件
を
踏
ま
え
た
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度

の
整
備
が
行
な
わ
れ
た⑸

⑹
⑺。

日
本
と
主
要
国
の
状
況
を
比
べ

て
み
る
と
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
二
〇
一
七
年
七
月
に
公
表
し
た

「
金
融
危
機
後
の
破
綻
処
理
制
度
改
革
の
状
況
調
査
（
Ｇ

20
へ
の
破
綻
処
理
に
関
す
る
第
六
次
進
捗
状
況
報
告
書⑻

）」

で
は
、
Ｅ
Ｕ
、
米
国
は
対
応
済
み
、
日
本
も
大
半
の
項
目

は
対
応
済
み
だ
が
、
主
要
な
特
性
三
の
五
ⅱ
で
求
め
ら
れ

て
い
る
債
権
の
株
式
転
換
に
よ
る
資
本
増
強
の
達
成
は
、

不
明
確
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
．
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
枠
組
み

　

二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
後
に
実
施
さ
れ
た
預
金
保
険
法

改
正
な
ど
の
破
綻
処
理
枠
組
み
整
備
に
つ
い
て
、
ピ
ア
レ
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ビ
ュ
ー
に
よ
る
評
価
を
み
て
い
き
た
い
。

一
、
実
施
さ
れ
た
措
置

⑴　

法
的
枠
組
み
・
制
度
～
〝
秩
序
あ
る
処
理
〟
導
入

　

預
金
保
険
法
は
一
九
七
一
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
三

年
の
改
正
で
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
の
提
言
に
対
応
し
て
主
要
な
特

性
を
踏
ま
え
た
〝
秩
序
あ
る
処
理
〟
枠
組
み
が
導
入
さ
れ

た
。
秩
序
あ
る
処
理
で
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
が
金
融
シ

ス
テ
ム
へ
の
著
し
い
混
乱
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
場
合

に
、
金
融
危
機
対
応
会
議
で
の
審
議
を
経
て
対
応
措
置
を

行
う
。
改
正
で
破
綻
処
理
の
対
象
は
、
保
険
会
社
や
証
券

会
社
な
ど
す
べ
て
の
金
融
機
関
と
持
ち
株
会
社
、
子
会

社
、
外
国
銀
行
支
店
に
拡
大
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
清
算
機

関
な
ど
の
金
融
市
場
イ
ン
フ
ラ
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑵　

処
理
手
段
の
選
択
肢

　

改
正
預
金
保
険
法
に
よ
る
破
綻
処
理
方
法
に
は
、
以
下

図表１　2012年 FSAPの金融機関の破綻処理に関連した提言
目的：危機管理対応を強化する

日本 FSAP－優先度が高い提言
システム上重要なノンバンク金融機関の秩序ある破綻処理を確実にするために、さら
なる改善の余地を追求する
破綻処理枠組みの主要な特性と整合的に、再建破綻処理計画の対象範囲をシステム上
適切なすべての銀行とノンバンク金融機関に拡大することを検討
日本 FSAP－優先度が中程度の提言
破綻処理費用を最小化するために、現状の銀行破綻処理枠組みをさらに詳細化する
金融庁と預金保険機構の役割と司法制度を再調整し、事後的な司法上のレビューを前
提に、一定範囲の破綻処理判断は金融庁と預金保険機構で実施できるようにする
預金保険機構のガバナンス構造を修正し独立性を強化して破綻処理費用の最小化をよ
り重視する
集団投資スキームのカストディ取決めを強化するメカニズムを探求する
JGBCCにおいて顧客ポジションと担保の分別管理と持ち運び可能性を導入すること
の必要性を調査する
取引所の免許付与基準に、独立した専門家による IT システムの頑健性に関する詳細
な評価を含めることを検討する

〔出所〕　IMF の2012年 FSAP カントリー報告書に基づき破綻処理関連の提言を抜粋
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の
三
つ
が
あ
る
（
図
表
2
、
3
参
照
）。

⒤
　
定
額
保
護
で
の
処
理

　

預
金
取
扱
金
融
機
関
を
対
象
と
し
て
、
付
保
預
金
支
払

い
と
破
綻
銀
行
の
清
算
に
預
金
保
険
基
金
を
用
い
る
保
険

金
支
払
い
方
式
と
、
資
金
援
助
を
行
い
保
険
対
象
の
預
金

を
受
皿
銀
行
に
移
転
す
る
営
業
譲
渡
（Purchase and 

A
ssum

ption

：P&
A

）
方
式
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
方

式
は
、
対
象
と
な
る
預
金
取
扱
金
融
機
関
が
破
綻
し
て
も

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
影
響
は
生
じ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合

に
適
用
さ
れ
る
。

ⅱ
　
金
融
危
機
対
応
措
置

　

預
金
取
扱
金
融
機
関
の
破
綻
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク

を
引
き
起
こ
す
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
金
融
危
機
対
応

措
置
が
適
用
さ
れ
、
金
融
危
機
対
応
会
議
の
議
を
経
て
総

理
大
臣
が
認
定
す
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
①
債
務
超
過
で

な
い
預
金
取
扱
金
融
機
関
へ
の
公
的
資
本
増
強
、
②
保
険

金
支
払
い
コ
ス
ト
を
超
え
る
資
金
援
助
、
③
債
務
超
過
の

図表２　預金保険法による金融機関の破綻処理開始

〔出所〕　FSB、日本ピアレビューの図表 1 を引用

-預金保険機構による特定監視

総理大臣による特定認定

金融危機
対応措置

秩序ある処
理に基づく

手段

預金保険法第三章～
第六章

銀行

定額保護
による破
綻処理

日本の金融市場その他の金
融システムの著しい混乱

保険支払いアプローチ

全債務の保護(第一号
措置、第三号措置）

-付保預金の支払い

-破綻銀行の清算

-付保預金の移転

-受皿銀行への資金援助

-資本増強(株式引受け）

預金保険法第七章債務超過ではない

債務超過

2013年
改正預金
保険法

日本または対象金融機関が
業務を行っている地域の信
用秩序の維持

総理大臣による認定

No

倒産処理手続き

システミック
リスク

システミック
リスク

No

Yes

銀行および
その他の金

融機関

Yes

債務超過または債
務超過のおそれ

付保預金の保護

システム上重要な資
産・負債の保護

債務超過ではない

営業譲渡アプローチ

第一号措置

第二号措置

第三号措置

特定第一号措置

特定第二号措置

-預金保険機構による業務、財産の管理

-一時国有化

-資金援助

全預金債務の保護
（第二号措置）

預金保険法第七章の二

-資本増強(優先株式等）

-流動性供給と保証

-資金の貸付

-システム上重要な資産・負債の譲渡

-特定資金援助
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預
金
取
扱
金
融
機
関
の
一
時
国
有
化
（
金
融
安
定
を
脅
か

す
場
合
）、
が
あ
る
。
①
と
③
で
は
全
債
務
の
保
護
が
、

②
で
は
少
な
く
と
も
預
金
の
全
額
保
護
が
目
指
さ
れ
る
。

ⅲ
　
秩
序
あ
る
処
理
に
基
づ
く
措
置

　

秩
序
あ
る
処
理
は
、
全
種
類
の
金
融
機
関
に
適
用
可
能

で
あ
り
、
金
融
危
機
対
応
会
議
の
議
を
経
て
総
理
大
臣
の

認
定
で
実
施
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
特
定
第
一
号
措
置

は
金
融
機
関
が
債
務
超
過
で
な
い
場
合
に
、
業
務
を
継
続

し
つ
つ
金
融
機
関
の
状
況
を
改
善
す
る
措
置
を
と
る
（
預

金
保
険
機
構
に
よ
る
特
別
監
視
お
よ
び
資
金
の
貸
付
ま
た

は
資
本
増
強
）。
特
定
第
二
号
措
置
で
は
、
債
務
超
過
の

（
も
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
）
金
融
機
関
を
秩
序

だ
っ
て
処
理
し
、
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
資
産
・
負
債
の
み

保
護
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
な
い
負

債
の
保
有
者
が
損
失
を
負
担
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
秩
序
あ
る
処
理
は
主
要
な
特
性
に

沿
っ
た
破
綻
処
理
を
意
図
し
て
い
る
が
、
破
綻
処
理
手
段

図表3　破綻処理手段の比較
定額保護による破綻処理

（預金保険法第三章～第六章）
金融危機対応措置に基づく手段
（預金保険法第七章）

秩序ある処理に基づく手段
（預金保険法第七章の二）

保険支払い
アプローチ

営業譲渡
アプローチ 第一号措置 第二号措置 第三号措置 特定第一号措置 特定第二号措置

発動の要件
（トリガー）

金融機関がその財産では債務を
完済できなくなる
金融機関が預金支払いを停止す
るおそれがある
金融機関がその財産では債務を
完済できなくなる事態が生じる
おそれがあることを通知する
預金保険法が定めた要件が満た
される

金融危機対応会議での審議を経る
内閣総理大臣が、金融機対応の措置を講じなければ
我が国または対象金融機関が業務を行っている地域
の信用秩序の維持に重大な支障を認め、措置の必要
を認定

金融危機対応会議での審議を経る
内閣総理大臣が、我が国金融市場その他の金融
システムに著しい混乱を生じるおそれを認め、
措置を講ずる必要があると認定

金融機関が債
務超過ではな
く、預金支払
いを停止して
いない。また、
預金支払い停
止のおそれは
ない

金融機関が債
務超過または
預金支払いを
停止、または
支払停止にな
るおそれがあ
る

金融機関が債務超
過であり、預金支
払を停止したか支
払停止になるおそ
れがある
内閣総理大臣が第
二号措置では支障
を回避できないと
認める場合に認定
される

金融機関が債務超
過ではない

金融機関が債務超過か債務
超過のおそれがある。また
は債務の支払いを停止した
か債務の支払いを停止する
おそれがある

対象金融機関 預金取扱金融機関 預金取扱金融機関 銀行 預金取扱金融機関、保険会社、証券会社、持株
会社、子法人、外国銀行の支店

手段

付保預金の支
払い
破綻した預金
取扱金融機関
の清算

破綻した金融機
関を金融整理管
財人の管理下に
置く
付保預金と見合
いの資産を受皿
銀行に譲渡する
保険金支払いコ
スト相当額まで
資金援助を実施

公的資本増強 重要な資産・
負債の移転
買収 /継承金
融機関への資
金援助
資産の買い取
り

特別危機管理とし
て預金保険機構に
より破綻金融機関
の株式を取得（一
時国有化）

預金保険機構の特
別監視
流動性供給および
債務の保証
資本増強
資産の買取

預金保険機構の特別監視
預金保険機構の特定管理
システム上重要な資産・負
債の譲渡
破綻処理プロセスで追加の
資金援助
システム上重要な債務を履
行するための貸出
資産の買取

保護の対象 保険対象預金のみ 全ての債務 全ての預金債
務 全ての債務 全ての債務 システム上重要な債務のみ

資金調達 預金保険基金で事前に調達 預金取扱金融機関からの事後的な回収 金融業界からの事後的な回収

（注）ピアレビュー付属図表 3 に基づいて仮訳
出所：FSB、日本ピアレビューより付属図表 3 を引用
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の
選
択
が
、
金
融
シ
ス
テ
ム
や
信
用
秩
序
に
及
ぼ
す
影
響

を
考
慮
し
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
と
指

摘
。
特
定
の
基
準
が
な
く
、
当
局
に
よ
れ
ば
、
預
金
保
険

法
に
基
づ
く
い
か
な
る
手
段
の
利
用
も
排
除
さ
れ
な
い
と

し
て
い
る
。

二
、
主
要
な
特
性
と
の
比
較

⑴　

破
綻
処
理
権
限

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
日
本
の
破
綻
処
理
枠
組
み
で
は
シ

ス
テ
ミ
ッ
ク
な
影
響
の
判
断
に
応
じ
た
破
綻
処
理
手
段
選

択
に
よ
り
異
な
る
権
限
が
利
用
可
能
で
、
秩
序
あ
る
処
理

の
場
合
は
、
当
局
が
金
融
機
関
の
管
理
・
業
務
執
行
、
経

営
陣
の
交
代
、
資
産
・
負
債
の
移
転
、
ブ
リ
ッ
ジ
金
融
機

関
の
設
立
、
契
約
の
早
期
解
約
権
行
使
の
一
時
的
停
止
な

ど
、
広
範
な
破
綻
処
理
権
限
を
持
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

破
綻
処
理
の
権
限
に
は
主
要
な
特
性
と
の
相
違
点
が

残
っ
て
い
る
。
一
例
で
は
、
早
期
解
約
権
行
使
の
一
時
停

止
期
間
は
厳
格
に
定
め
ら
れ
ず
、〝
金
融
シ
ス
テ
ム
の
著

し
い
混
乱
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な

期
間
〟
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
局
は
、
一
時
停
止

の
適
用
に
際
し
て
は
主
要
な
特
性
（〝
例
え
ば
二
営
業
日

を
超
え
な
い
期
間
等
〟
と
し
て
い
る
）
を
考
慮
す
る
と
し

て
い
る⑼

。

　

ま
た
、
主
要
な
特
性
の
三
の
五
で
は
債
権
者
等
の
損
失

負
担
に
関
し
て
、
破
綻
処
理
当
局
が
、
①
株
式
お
よ
び
無

担
保
・
非
付
保
債
権
を
優
先
順
位
を
尊
重
し
つ
つ
償
却
す

る
、
②
無
担
保
・
非
付
保
債
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
破

綻
処
理
の
下
で
当
該
金
融
機
関
（
ま
た
は
、
破
綻
処
理
の

譲
受
金
融
機
関
も
し
く
は
親
会
社
）
の
株
式
か
他
の
資
本

性
調
達
に
転
換
す
る
、
③
破
綻
処
理
開
始
前
に
契
約
上
の

ト
リ
ガ
ー
が
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
条
件
付
き
転
換
債

務
・
契
約
上
の
ベ
イ
ル
イ
ン
商
品
を
転
換
ま
た
は
元
本
削

減
す
る
、
権
限
を
持
つ
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
預
金
保
険

法
改
正
に
よ
り
、
上
記
③
の
契
約
上
の
ベ
イ
ル
イ
ン
（
債
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権
の
元
本
削
減
、
株
式
へ
の
転
換
）
を
秩
序
あ
る
処
理
の

開
始
で
実
施
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
債
権
の
元

本
削
減
や
株
式
へ
の
転
換
（
法
的
ベ
イ
ル
イ
ン
）
を
行
う

権
限
は
付
与
さ
れ
ず⑽

、
当
局
の
権
限
の
み
で
契
約
条
項
が

な
い
無
担
保
・
非
付
保
の
債
権
者
に
損
失
負
担
を
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
当
局
はG-SIBs
の
破
綻
処
理
戦
略
開
発
で
、

特
定
第
二
号
措
置
を
用
い
た
破
綻
処
理
に
よ
り
無
担
保
・

非
付
保
債
権
保
有
者
に
損
失
を
負
わ
せ
、
法
的
ベ
イ
ル
イ

ン
の
経
済
的
効
果
の
達
成
を
想
定
し
て
い
る
。
金
融
庁
が

二
〇
一
六
年
四
月
に
公
表
し
た
〝
総
損
失
吸
収
力
（
Ｔ
Ｌ

Ａ
Ｃ
）
に
係
る
枠
組
み
整
備
の
方
針
に
つ
い
て⑾

〟
は
、

G-SIBs

の
破
綻
処
理
で
、
金
融
グ
ル
ー
プ
を
一
体
と
し

て
処
理
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｅ
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
き
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

（T
otal Loss-absorbing Capacity

）
で
損
失
を
負
担

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て
い
る
（
図
表
4
参
照
）。

　

こ
の
方
式
で
は
、
破
綻
し
たG-SIB

の
シ
ス
テ
ム
上

重
要
な
資
産
・
負
債
が
ブ
リ
ッ
ジ
金
融
機
関
に
移
転
さ
れ

る
一
方
、
破
綻
銀
行
の
株
主
と
損
失
吸
収
力
の
あ
る
Ｔ
Ｌ

Ａ
Ｃ
適
格
負
債
保
有
者
を
含
む
他
の
債
権
者
（
シ
ス
テ
ム

上
重
要
で
は
な
い
債
務
の
保
有
者
）
は
、
法
的
倒
産
手
続

き
で
損
失
を
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
ど
の
資
産
・
負
債
が

〝
シ
ス
テ
ム
上
重
要
〟
か
に
つ
い
て
の
指
針
は
提
供
さ
れ

ず
、
資
産
・
負
債
と
関
連
す
る
業
務
を
閉
鎖
す
る
こ
と
が

金
融
シ
ス
テ
ム
の
著
し
い
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
か
否
か
を

検
討
し
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
。

⑵　

ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
に
対
す
る
破
綻
処
理
枠
組
み

　

預
金
保
険
法
改
正
に
よ
り
破
綻
処
理
枠
組
み
が
、
保
険

会
社
、
証
券
会
社
を
含
む
全
種
類
の
金
融
機
関
に
拡
大
さ

れ
た
が
、
部
門
に
特
有
の
破
綻
処
理
枠
組
み
適
用
や
利
用

可
能
な
権
限
は
な
い
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
保
険
会
社
が
既

存
の
倒
産
処
理
枠
組
み
で
処
理
さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
大
規
模
で
複
雑
な
業
務
を
行
う
証
券
会



161―　　―

FSB（金融安定理事会）による日本ピアレビュー（下）

社
に
つ
い
て
は⑿

、
銀
行
と
類
似
し
た
手
段
と
戦
略
に
基
づ

く
再
建
破
綻
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

　

保
険
会
社
で
は
保
険
業
法
に
基
づ
く
固
有
の
処
理
手
段

が
利
用
で
き
、
こ
れ
に
は
保
険
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
財
務

健
全
な
保
険
会
社
か
ブ
リ
ッ
ジ
機
関
へ
の
移
転
、
保
険
契

約
の
変
更
、
既
契
約
維
持
管
理
（run off

）
な
ど
が
含
ま

れ
る
。
た
だ
し
、
保
険
契
約
の
変
更
は
、
異
議
が
契
約
者

数
の
一
〇
％
を
超
え
、
そ
の
保
険
契
約
に
係
る
債
権
額
が

全
体
の
一
〇
％
を
超
え
た
場
合
は
実
施
で
き
な
い
。
当
局

は
、
過
去
の
破
綻
処
理
で
条
件
が
満
た
さ
れ
た
事
例
は
な

い
と
し
て
い
る
が
、
処
理
に
障
害
が
生
じ
る
可
能
性
は
排

除
さ
れ
な
い
。

⑶　

裁
判
所
の
役
割

　

日
本
の
破
綻
処
理
手
続
き
で
は
裁
判
所
が
重
要
な
役
割

を
担
う
。
秩
序
あ
る
処
理
で
は
、
資
本
金
の
額
の
減
少
、

取
締
役
等
の
交
代
、
ブ
リ
ッ
ジ
金
融
機
関
へ
の
シ
ス
テ
ム

上
重
要
な
資
産
・
負
債
の
移
転
に
は
、
株
主
の
同
意
の
代

わ
り
に
裁
判
所
の
許
可
（
代
替
許
可
）
が
必
要
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
破
綻
処
理
手
段
の
必
要
性
や
適
切
性
を
判
断

す
る
裁
量
は
持
た
ず
、
預
金
保
険
法
が
求
め
る
条
件
が
満

た
さ
れ
て
い
る
か
の
み
を
検
証
す
る
。
株
主
や
債
権
者
は

異
議
申
し
立
て
が
で
き
る
が
、
破
綻
処
理
当
局
の
権
限
行

使
全
体
が
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
破
綻
金
融
機
関
に

残
っ
た
資
産
・
負
債
は
倒
産
処
理
手
続
き
の
対
象
と
な

り
、
預
金
保
険
機
構
の
申
し
立
て
を
受
け
て
裁
判
所
が
倒

産
手
続
開
始
を
命
じ
る
。

⑷　

破
綻
処
理
資
金
の
準
備

　

主
要
な
特
性
で
は
、
破
綻
処
理
資
金
の
確
保
と
納
税
者

負
担
の
回
避
を
求
め
て
い
る
。
日
本
で
は
多
様
な
資
金
が

利
用
可
能
で
、
預
金
保
険
法
改
正
に
よ
り
全
て
の
種
類
の

金
融
機
関
を
破
綻
処
理
資
金
支
援
の
対
象
に
で
き
る
。
ま

た
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
が
あ
り
金
融
危
機
対
応
の
必
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2016年 4月に金融庁が公表した文書は、SPEアプローチによる破綻処理戦略に基づい
て、G-SIBs を秩序立って処理する枠組みの提案を記述したもの。その目指す手順は下記
の通り。

・�子会社の損失は最上位の銀行持ち株会社（BHC）で吸収され、BHCに破綻処理手段が
適用される。損失はBHCに対して発行された内部TLACの元本削減か転換で吸収する。

・�BHCが吸収した損失の規模に応じて、当局は破綻処理開始の要件を満たすかを判断。こ
れは、BHCが債務超過または債務超過のおそれがあること、もしくは支払停止または支
払停止のおそれがあり、内閣総理大臣が金融危機対応会議の議を経て秩序ある処理の手
段に基づく特定第二号措置が必要なことを特定認定することを要する。

・�この時点でBHCは存続不能とみなされ、BHCが発行したバーゼルⅢ適格なその他
Tier 1 ・Tier 2 資本調達手段は契約条件に基づき元本削減または株式に転換される。

・�BHCのシステム上重要な資産・負債は裁判所の許可を得た上で、預金保険機構が設立し
保有する特定承継金融機関に譲渡される。移転は週末の破綻処理での実施が想定され、
システム上の重要な資産・負債は、ケースバイケースで金融庁長官の認定により決定す
る（総理大臣からの権限委譲）。

・�特定承継金融機関は、必要なら預金保険基金からの事前コミットメントを用いて資本増
強され、2年以内に受皿となる民間の金融機関等に事業の譲渡を行うことが想定される。

・�破綻BHCは、残った資本、特定承継金融機関に移転されなかった資産・負債を含めて、
預金保険機構の申立てに基づく法的倒産手続きによる処理が開始される。外部TLACの
保有者を含む破綻BHCの債権者が、清算手続きにおいて損失を吸収することとなる。

手順を図式化したバランスシートを例示すると下記の通り

 存続不能な銀行持ち株会社　　　����特定承継金融機関

（注）　ピアレビューBox 3 の概要に基づき仮訳。なお、2016年 4 月15日付、金融庁の “金融システム
の安定に資する総損失吸収力（TLAC）に係る枠組み整備の方針について ”を参照した。

図表４：日本のG-SIBs に対する秩序ある処理枠組み

資産

資産の損失
その他
Tier1、Tier2

負債
システム上
重要な資産

その他の資産

その他の
負債（外部
TLAC な
ど）

資産の損失

破綻金融機関
（法的倒産処理）

システム上
重要な負債

承継金融機
関の株式

株式 株式
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要
性
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
預
金
取
扱
金
融
機
関
に
対
し
て

は
（
債
務
超
過
で
も
）
資
本
支
援
が
で
き
る
。

　

預
金
保
険
機
構
は
、
主
に
預
金
保
険
料
で
事
前
に
資
金

を
調
達
す
る
が
、
債
券
発
行
や
借
入
で
の
資
金
調
達
も
可

能
で
あ
り
、
債
券
の
全
額
と
借
入
の
大
半
に
は
政
府
保
証

が
あ
る
。
追
加
資
金
は
日
銀
か
ら
の
一
時
的
な
借
入
も
で

き
る
。
破
綻
処
理
で
生
じ
た
損
失
は
、
金
融
業
界
に
よ
る

負
担
金
の
事
後
納
付
で
回
収
さ
れ
、
負
担
金
の
納
付
は
、

預
金
保
険
機
構
の
報
告
に
基
づ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
と
財

務
大
臣
が
定
め
る
。

　

な
お
、
預
金
保
険
法
一
二
五
条
に
よ
り
、
金
融
機
関
の

負
担
の
み
で
は
金
融
シ
ス
テ
ム
の
著
し
い
混
乱
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
政
府
が
預
金
保
険

機
構
に
費
用
の
一
部
を
補
助
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ピ

ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
民
間
負
担
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
明
確

に
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

⑸　

当
局
間
の
協
力
と
情
報
共
有

　

国
内
の
当
局
間
で
は
破
綻
処
理
の
み
を
目
的
と
し
た
協

力
や
情
報
共
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
な
い
が
、
金
融
庁
、
財

務
省
、
日
銀
の
協
力
は
金
融
危
機
対
応
会
議
を
通
じ
て
促

さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
情
報
共
有
が
行
わ
れ
る
。
協
力
・

情
報
共
有
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
金
融
機
関
の
種
類
で
異
な
ら
な

い
。
外
国
の
当
局
と
は
破
綻
処
理
目
的
で
の
情
報
共
有
が

で
き
る
。
情
報
の
機
密
を
守
る
予
防
手
段
の
検
討
は
必
要

だ
が
、
実
務
上
は
協
力
協
定
を
締
結
し
て
危
機
管
理
グ

ル
ー
プ
・
メ
ン
バ
ー
間
で
情
報
が
共
有
で
き
、
他
の
当
局

と
も
覚
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
で
の
協
力
の
法
的
枠
組
み

　

破
綻
処
理
当
局
に
は
、
外
国
当
局
の
破
綻
処
理
行
動
を

承
認
す
る
権
限
は
な
い
。
外
国
の
破
綻
処
理
行
動
の
承

認
、
効
力
付
与
の
枠
組
み
は
、
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承

認
援
助
に
関
す
る
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
よ
る
。
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裁
判
所
が
、
外
国
当
局
に
よ
る
日
本
で
業
務
を
行
う
外
国

金
融
機
関
へ
の
破
綻
処
理
手
続
き
の
承
認
と
援
助
に
責
任

を
持
つ
。

　

申
し
立
て
か
ら
承
認
決
定
ま
で
の
間
、
裁
判
所
は
外
国

債
務
者
の
日
本
の
業
務
と
資
産
の
保
全
管
理
人
に
よ
る
管

理
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
局
は
、
申
し
立
て
と
同

日
に
裁
判
所
が
命
令
を
出
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を
実
証
す
る
前
例
は
少
な
い
。
裁
判
所

は
、
破
綻
処
理
行
動
の
承
認
に
つ
い
て
も
通
常
の
外
国
倒

産
手
続
き
の
承
認
と
同
一
の
基
準
を
適
用
す
る
。
裁
判
所

に
よ
る
承
認
に
よ
り
外
国
金
融
機
関
の
日
本
に
あ
る
資
産

の
債
権
者
に
よ
る
処
分
を
停
止
で
き
る
が
、
直
接
ベ
イ
ル

イ
ン
（
債
権
元
本
の
削
減
、
株
式
へ
の
転
換
）
を
行
う
法

的
枠
組
み
は
な
い
。

⑺　

再
建
破
綻
処
理
計
画

　

日
本
のG-SIBs

とD
-SIBs

（
二
銀
行
、
二
証
券
会

社
）
で
は
、
再
建
破
綻
処
理
計
画
が
策
定
さ
れ
る
。
保
険

会
社
に
は
シ
ス
テ
ム
上
重
要
と
さ
れ
た
会
社
は
な
く
、
破

綻
処
理
計
画
は
策
定
さ
れ
て
い
な
い
。
破
綻
処
理
計
画

は
、
毎
年
お
よ
び
金
融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
構
造
や
業
務
に

大
幅
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
後
に
更
新
さ
れ

る
。
な
お
、
当
局
に
は
必
要
な
場
合
は
破
綻
処
理
可
能
性

の
改
善
を
目
的
と
し
た
措
置
を
求
め
る
権
限
が
あ
る
が
、

そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

Ⅲ 

．
得
ら
れ
た
教
訓
と
対
処
す
べ
き
課

題

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
日
本
の
破
綻
処
理
枠
組
み
を
主
要

な
特
性
に
さ
ら
に
合
わ
せ
、
市
場
参
加
者
か
ら
信
頼
さ
れ

る
も
の
に
す
る
に
は
追
加
の
作
業
が
必
要
だ
と
し
て
、
四

項
目
の
提
言
（
提
言
四
～
提
言
七
）
を
行
っ
て
い
る
。
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一
、
破
綻
処
理
手
段
の
選
択

　

破
綻
処
理
手
段
の
選
択
基
準
を
さ
ら
に
明
確
に
す
べ
き

で
あ
る
。
主
要
な
特
性
は
、
金
融
機
関
が
債
務
超
過
と
な

る
前
の
タ
イ
ム
リ
ー
か
つ
早
期
な
破
綻
処
理
開
始
を
求
め

て
い
る
。
秩
序
あ
る
処
理
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
措
置

は
、
債
務
超
過
の
お
そ
れ
の
あ
る
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
特
定
第
一
号
措
置
や
金
融
危
機
対
応

で
は
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
公
的
資
本
増
強
も
選
択
可
能

で
、
全
債
務
の
保
有
者
保
護
も
あ
り
う
る
。
だ
が
、
手
段

が
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
、
特

定
第
二
号
措
置
の
必
要
性
を
特
定
認
定
す
る
状
況
に
不
確

実
性
を
生
じ
さ
せ
う
る
。

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
現
行
枠
組
み
の
柔
軟
性
に
よ
っ

て
、
事
前
の
資
本
増
強
が
当
局
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
シ

ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
へ
の
選
択
肢
だ
と
の
市
場
の

認
識
が
強
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
日
本
のG-SIBs

の

債
券
格
付
け
に
は
、
格
付
け
会
社
の
見
解
を
反
映
し
て
、

ま
だ
、
政
府
支
援
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
預
金
保
険
法

改
正
や
金
融
庁
に
よ
るG-SIBs

の
Ｓ
Ｐ
Ｅ
ア
プ
ロ
ー
チ

で
の
処
理
戦
略
の
公
表
後
も
、
銀
行
債
の
ス
プ
レ
ッ
ド
が

大
き
く
変
化
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
見
方
を
支
持
す

る
。

　

当
局
は
、
破
綻
処
理
改
革
の
目
的
へ
の
支
持
を
表
明

し
、
特
定
第
二
号
措
置
に
基
づ
い
た
Ｓ
Ｐ
Ｅ
に
よ
る
破
綻

処
理
がG-SIBs

の
望
ま
し
い
破
綻
処
理
戦
略
で
あ
る
こ

と
も
明
確
に
し
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
枠
組
み
の
柔

軟
性
を
制
限
す
る
こ
と
は
破
綻
処
理
行
動
に
か
か
る
時
間

や
費
用
を
増
加
さ
せ
か
ね
な
い
し
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

の
危
機
に
お
け
る
公
的
支
援
の
経
験
で
は
公
的
金
融
支
援

は
概
ね
回
収
さ
れ
、
金
融
安
定
と
経
済
へ
の
信
用
供
給
が

維
持
さ
れ
、
評
価
で
き
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
、
現
状
で
は
市
場
の
期
待
と
当
局
の

意
図
が
一
致
し
て
い
な
い
が
、
市
場
の
期
待
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
で
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
軽
減
し
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
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ク
リ
ス
ク
を
内
部
化
で
き
る
と
し
て
い
る
。

提
言
四
：
市
場
参
加
者
に
さ
ら
に
明
確
さ
を
提
供
し
、
破

綻
処
理
制
度
の
信
頼
性
を
強
化
し
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
破
綻

処
理
の
開
始
を
確
実
に
す
る
た
め
、
当
局
は
破
綻
処
理
手

段
選
択
の
透
明
か
つ
公
式
な
指
針
を
開
発
す
べ
き
で
あ

る
。
即
ち
、
⒜
金
融
危
機
対
応
措
置
と
秩
序
あ
る
処
理
と

の
手
段
の
相
違
を
明
確
化
し
、
⒝
特
定
第
二
号
措
置
で
の

債
務
超
過
の
可
能
性
の
概
念
を
詳
述
す
る
（
例
え
ば
、
明

確
な
基
準
や
詳
細
な
指
標
の
設
定
）。

二
、
破
綻
処
理
の
資
金
調
達

　

主
要
な
特
性
は
、
当
局
が
一
時
的
な
資
金
提
供
を
行
う

場
合
は
、
民
間
か
ら
の
調
達
が
使
い
尽
く
さ
れ
た
か
、
そ

う
し
な
け
れ
ば
秩
序
だ
っ
た
破
綻
処
理
の
目
的
が
達
成
さ

れ
な
い
こ
と
を
確
定
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
特
定
第

一
号
措
置
で
は
、
契
約
上
の
ト
リ
ガ
ー
が
あ
る
債
務
の
保

有
者
の
み
に
損
失
を
負
担
さ
せ
、
特
定
第
二
号
措
置
で
は

シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
な
い
と
見
做
さ
れ
た
債
務
の
無
担

保
・
非
付
保
債
権
者
に
損
失
を
負
担
さ
せ
る
。
た
だ
し
、

何
が
シ
ス
テ
ム
上
重
要
か
の
指
針
は
な
く
、
当
該
資
産
・

負
債
に
関
連
す
る
業
務
を
移
転
せ
ず
閉
鎖
す
る
こ
と
が
、

金
融
シ
ス
テ
ム
に
深
刻
な
障
害
を
も
た
ら
す
か
を
ケ
ー

ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
検
討
し
て
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

預
金
保
険
法
一
二
五
条
に
基
づ
く
政
府
支
援
の
可
能
性

は
、
破
綻
処
理
の
費
用
が
全
て
金
融
業
界
か
ら
回
収
さ
れ

る
か
に
関
し
て
疑
問
を
生
じ
さ
せ
う
る
。

　

こ
れ
に
対
処
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
金
融
機
関
破
綻
に

よ
る
損
失
へ
の
対
応
で
は
、
ま
ず
民
間
の
資
金
に
依
存
す

る
こ
と
を
意
図
し
、
あ
ら
ゆ
る
資
金
支
援
は
金
融
業
界
か

ら
回
収
す
る
と
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
、
当
局
が
情
報
伝

達
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

提
言
五
：
破
綻
処
理
で
の
一
時
的
な
資
金
提
供
に
関
し
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て
、
市
場
の
期
待
と
当
局
の
意
図
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
最
小

化
す
る
た
め
、
当
局
は
、
公
的
な
情
報
伝
達
に
よ
っ
て
⒜

金
融
機
関
破
綻
で
の
損
失
へ
の
対
応
は
、
ま
ず
、
民
間
の

資
金
に
依
存
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
、
⒝
当
局

か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
資
金
調
達
は
、
主
要
な
特
性
に
沿
っ

て
、
最
終
的
に
は
金
融
業
界
か
ら
回
収
す
る
と
期
待
し
て

い
る
こ
と
、
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
部
門
に
特
有
の
破
綻
処
理
制
度
の
適
用

　

破
綻
処
理
枠
組
み
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
破
綻
処

理
枠
組
み
や
そ
れ
に
基
づ
く
権
限
行
使
は
、
部
門
を
特
定

し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ノ
ン
バ
ン

ク
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
の
戦
略
と
手
段
で
は
国
際
的
な

政
策
策
定
作
業
が
進
展
中
で
あ
り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
シ

ス
テ
ム
上
重
要
に
な
り
か
ね
な
い
ノ
ン
バ
ン
ク
Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ｉ

特
有
の
破
綻
処
理
の
戦
略
と
手
段
の
開
発
を
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
は
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
に
特
有
の
破
綻
処
理

目
的
と
破
綻
処
理
開
始
の
条
件
、
破
綻
処
理
権
限
の
行
使

が
保
険
契
約
者
の
協
力
を
条
件
と
し
な
い
こ
と
を
確
実
に

す
る
よ
う
な
、
既
存
の
破
綻
処
理
権
限
（
保
険
業
法
に
基

づ
く
）
の
修
正
が
含
ま
れ
る
。

提
言
六
：
当
局
は
、
進
行
中
の
国
際
的
な
政
策
作
業
に
基

づ
い
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
破
綻
に
な
り
う
る
ノ
ン
バ
ン

ク
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
枠
組
み
に
則
っ
た
、
部
門
に
特

有
の
適
応
と
戦
略
の
開
発
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

四�

、
一
定
の
破
綻
処
理
行
動
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
よ
る

承
認

　

日
本
の
破
綻
処
理
手
続
き
で
は
、
①
シ
ス
テ
ム
上
重
要

な
資
産
・
負
債
の
ブ
リ
ッ
ジ
金
融
機
関
へ
の
移
転
に
関
す

る
株
主
承
認
の
代
替
（
代
替
許
可
）、
②
破
綻
し
た
金
融

機
関
に
対
す
る
処
理
手
続
き
開
始
に
関
す
る
決
定
、
で
裁
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判
所
が
関
与
す
る
。
裁
判
所
の
承
認
の
必
要
性
は
、
破
綻

処
理
行
動
を
遅
延
さ
せ
か
ね
な
い
（
特
に
シ
ス
テ
ム
上
重

要
な
資
産
・
負
債
の
移
転
で
週
末
に
破
綻
処
理
を
行
お
う

と
す
れ
ば
）。
ま
た
、
日
本
に
い
る
外
国
金
融
機
関
へ
の

外
国
の
破
綻
処
理
手
続
を
承
認
ま
た
は
効
力
を
持
た
せ
る

の
は
、
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
。
当
局
は
、
裁
判
所
の
承

認
は
申
し
立
て
と
同
日
に
行
わ
れ
う
る
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
実
証
す
る
前
例
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
手
続
き
に
必
要
な
時
間

が
、
破
綻
処
理
手
段
実
施
の
実
効
性
を
損
な
わ
な
い
こ
と

を
確
実
に
す
べ
き
で
、
例
え
ば
、
裁
判
所
が
必
要
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
情
報
を
理
解
す
る
た
め
、
破
綻
処
理
計
画

の
一
部
を
裁
判
所
と
協
議
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
後
者

に
関
し
て
は
、
外
国
の
破
綻
処
理
行
動
を
認
識
す
る
行
政

上
の
枠
組
み
の
開
発
を
検
討
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

提
言
七
：
当
局
は
破
綻
処
理
計
画
の
一
部
と
し
て
、
破
綻

処
理
プ
ロ
セ
ス
で
破
綻
処
理
手
段
の
タ
イ
ム
リ
ー
で
実
効

性
の
あ
る
実
施
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
実
に
す
る
よ

う
な
裁
判
所
の
関
与
を
（
と
り
わ
け
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な

資
産
と
負
債
の
ブ
リ
ッ
ジ
金
融
機
関
へ
の
移
転
に
つ
い

て
）
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
、
結
び
に
代
え
て

　

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
主
要
な
特
性
と
日
本
の
破
綻
処

理
枠
組
み
と
の
相
違
点
が
指
摘
さ
れ
、
対
応
が
提
言
さ
れ

て
い
る
。
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
な
破
綻
処
理
の
円
滑
な
実
施

に
は
、
破
綻
処
理
枠
組
み
の
国
際
的
な
整
合
性
と
相
互
協

力
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
預
金
保
険
法
改
正
に
向
け

た
議
論
な
ど
を
振
り
返
る
と
、
日
本
の
法
制
度
の
特
質
や

破
綻
処
理
プ
ロ
セ
ス
へ
の
裁
判
所
の
関
与
な
ど
の
た
め
、

諸
外
国
と
同
一
の
制
度
の
導
入
は
困
難
な
場
合
が
あ
る
。

秩
序
あ
る
処
理
をG-SIB

に
適
用
す
る
破
綻
処
理
戦
略
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に
よ
り
、
法
的
ベ
イ
ル
イ
ン
の
経
済
的
な
効
果
の
達
成
を

目
指
す
な
ど
の
対
処
策
は
、
日
本
の
法
制
に
則
っ
て
主
要

な
特
性
へ
の
対
応
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
破
綻
処
理
開
始
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
破
綻
処
理
権

限
の
選
択
で
は
、
当
局
が
状
況
に
応
じ
た
一
定
の
判
断
の

余
地
を
持
つ
こ
と
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

と
監
督
の
強
化
に
よ
っ
て
早
期
の
対
応
が
行
わ
れ
る
の
な

ら
、
利
点
と
も
な
り
う
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
理

解
を
得
る
た
め
に
も
、
日
本
の
当
局
に
よ
る
破
綻
処
理
戦

略
の
い
っ
そ
う
の
具
体
化
と
、
国
際
的
な
当
局
間
の
情
報

共
有
の
深
化
に
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
〝
二
〇
一
七
年
対
日
四
条
協
議
終
了

に
あ
た
っ
て
の
声
明
（
注
⑺
参
照
）〟
に
よ
れ
ば
、
二
〇

一
七
年
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
が
四
月
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同

声
明
で
指
摘
さ
れ
た
破
綻
処
理
手
段
選
択
の
明
確
化
と
処

理
開
始
の
基
準
設
定
、
破
綻
処
理
手
段
の
拡
充
と
清
算
機

関
な
ど
へ
の
適
用
拡
大
、
市
場
の
期
待
へ
の
働
き
か
け
な

ど
は
、
本
稿
で
み
て
き
た
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
提
言
と
共
通

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
七
年
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
注
意
し
て
フ
ォ
ロ
ー
し
た
い
。

（
注
）

⑴　

FSB, 

“Peer Review
 of Japan

” 

二
〇
一
六
年
一
二
月

⑵　

FSB, 

“Key A
ttributes of Effective Resolution Regim

es 
for Financial Institutions

（
金
融
機
関
の
実
効
的
な
破
綻
処
理
の

枠
組
み
の
主
要
な
特
性
）
”
二
〇
一
一
年
一
〇
月
。
二
〇
一
四
年
一

〇
月
に
実
施
ガ
イ
ダ
ン
ス
付
属
文
書
を
追
加
、
公
表
。
そ
の
後
も
ガ

イ
ダ
ン
ス
や
評
価
手
法
が
追
加
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
に
は
銀

行
部
門
に
関
す
る
主
要
な
特
性
の
評
価
手
法
に
つ
い
て
“Key A

ttri-
butes A

ssessm
ent M

ethodology for the Banking Sector

（
銀

行
部
門
に
お
け
る
主
要
な
特
性
の
評
価
手
法
）”
が
公
表
さ
れ
た
。

⑶　

実
効
的
な
破
綻
処
理
制
度
の
概
要
と
日
本
の
対
応
、
課
題
に
関
し

て
は
、
森
本
学
「
現
代
の
金
融
規
制
―
変
革
へ
の
模
索
と
そ
の
方
向

性
―
」
証
券
レ
ビ
ュ
ー
第
５
４
巻
別
冊
、
二
〇
一
四
年
六
月
と
注
⑸

に
示
し
た
金
融
審
議
会
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
関
連
の
資
料
を
参

照
し
た
。

⑷　

IM
F

, C
ountry R

eport N
o. 12/210 

“Japan: F
inancial 

Sector Stability A
ssessm

ent U
pdate

” A
ugust 2012

参
照
。
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⑸　

預
金
保
険
法
改
正
で
は
、
金
融
審
議
会
「
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
等

に
資
す
る
銀
行
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
」
報
告
書
二
〇
一
三
年
一
月
と
資
料
等
を
参
照
。
同
報
告
書
で

は
、「
預
金
取
扱
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
で
は
、
市
場
等
を
通
じ

て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
伝
播
す
る
危
機
に
対
し
て
、
そ
の
秩
序
あ
る
処
理

が
必
ず
し
も
制
度
的
に
担
保
さ
れ
る
枠
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、「
主
要
な
特
性
」
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
レ
ポ
ー
ト
に
お

け
る
指
摘
を
踏
ま
え
新
た
な
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て

い
る
。

⑹　

村
松
教
隆
「
預
金
保
険
法
の
一
部
改
正
の
概
要
」
預
金
保
険
研
究

第
一
六
号
二
〇
一
四
年
一
月
、
小
立
敬
「
わ
が
国
の
金
融
機
関
の
秩

序
あ
る
処
理
の
枠
組
み
―
改
正
預
金
保
険
法
で
手
当
て
さ
れ
た
新
た

な
ス
キ
ー
ム
―
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
三
年
夏
号

を
参
照
し
た
。

⑺　

IM
F, 

“Japan: Staff Concluding Statem
ent of the 2017 

A
rticle IV

 M
ission

”June 19, 2017

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
の

対
日
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
の
調
査
が
四
月
ま
で
実
施
さ
れ
た
。

⑻　

FSB, 

“Ten years on-taking stock of post-crisis resolution 
reform

s  Sixth Report on the Im
plem

entation of Resolution 
Reform

s

” 6July 2017

（
金
融
危
機
後
の
破
綻
処
理
制
度
改
革
の
状

況
調
査（
Ｇ
20
へ
の
破
綻
処
理
に
関
す
る
第
六
次
進
捗
状
況
報
告
書
））

⑼　

金
融
庁
「
平
成
二
五
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
等
に
係
る
預
金

保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
等
に
つ
い
て
」
二
〇
一
四
年
三
月
で
は
〝
具
体

的
な
期
間
に
つ
い
て
は
「
主
要
な
特
性
」
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
―

中
略
―
実
際
に
金
融
機
関
の
秩
序
あ
る
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て

適
切
に
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
〟
と
し
て
い
る
。

⑽　

注
⑶
で
参
照
し
た
森
本
学
「
現
代
の
金
融
規
制
―
変
革
へ
の
模
索

と
そ
の
方
向
性
―
」
は
、
法
的
ベ
イ
ル
イ
ン
を
規
定
し
な
か
っ
た
こ

と
を
〝
こ
れ
に
つ
い
て
は
金
融
審
の
ワ
ー
キ
ン
グ
で
も
か
な
り
議
論

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
要
す
る
に
、
当
局
の
権
限
だ
け
で
債
権
者
の

権
利
を
大
幅
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
岩
原
座
長
の
表
現
で

は
、
日
本
は
憲
法
上
の
要
請
が
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
手
続
き
を
経
な

い
と
難
し
い
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
る
と
、
そ
う
い
う
考
え
方
が

強
い
。
ア
メ
リ
カ
は
破
産
法
が
割
と
柔
軟
な
の
で
す
ね
。〟
と
説
明
し

て
い
る
。

⑾　

金
融
庁
「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
資
す
る
総
損
失
吸
収
力
（
Ｔ

Ｌ
Ａ
Ｃ
）
に
係
る
枠
組
み
整
備
の
方
針
に
つ
い
て
」
二
〇
一
六
年
四

月
参
照
。

⑿　

金
融
庁
は
二
〇
一
五
年
に
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
と
大
和
証

券
グ
ル
ー
プ
を
国
内
の
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
等
（D

-SIB

）
に

指
定
。（

さ
し
だ　

あ
き
お
・
当
研
究
所
特
任
リ
サ
ー
チ
・
フ
ェ
ロ
ー
）


